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まとめ資料比較表 〔第６条 添付資料 12 地滑り・土石流影響評価について〕 
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添付資料10 

地滑り影響評価について 

1. 基本方針

安全施設のうち外部事象防護対象施設は斜面からの離隔距離を

確保し地滑りのおそれがない位置に設置することにより安全機能

を損なわない設計とする。 

また，上記以外の安全施設については，斜面からの離隔距離を

確保し地滑りのおそれがない位置に設置すること，若しくは，地

滑りによる損傷を考慮し安全上支障のない期間での修復等の対

応，又は，それらを適切に組み合わせた設計とする。 

2. 周辺斜面評価

6 号及び7 号炉原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋，

廃棄物処理建屋，屋外設備である軽油タンク及び燃料移送ポンプ

のうち最も斜面に近い6 号炉軽油タンクでも，近傍の斜面より80m 

以上の離隔距離を確保しており，万が一当該斜面に地滑りが生じ

た場合であっても，影響が及ぶことはない。（図1 参照） 

したがって，防護対象である安全施設のうち，外部事象防護対

象施設に影響はない。 

参考資料－1 

地滑り影響評価について 

1. 周辺斜面評価

土砂災害危険箇所図（茨城県土木部河川課発行）によると，発

電所の敷地及びその近傍には土砂災害を起こすような急傾斜地崩

壊危険箇所は存在しないため，発電所に影響が及ぶことはない。

（第 1図参照） 

添付資料 12 

地滑り・土石流影響評価について 

1. 地滑りの影響評価フローについて

地滑りの影響評価フローを図-1に示す。 

地滑り調査では，文献調査により島根原子力発電所周辺に位

置する地滑り地形の有無を把握するとともに，敷地内を網羅的

に地形判読を行い，地滑りを示唆する地形的特徴の有無を確認

した。文献調査及び地滑り地形判読によって確認された地滑り

地形を対象に，地形，地質及び湧水等の水文的な観点に基づく

現地調査を実施し，地滑りの特徴が認められる場合は，地滑り

が発生する場合を想定し，地滑りの範囲，規模等を評価した。 

図-1 地滑りの影響評価フロー図 

地滑り：地下水等の影響により斜面の一部が動き出す現象（別

紙１） 

・設計方針の相違

【柏崎 6/7】 

 離隔距離及び地滑り

地形分布の観点から，地

滑りのスクリーニング

を行っており，その結

果，外部事象防護対象施

設に影響を与える地滑

りはないとしているが，

島根２号炉では，地滑り

地形の下流に施設が存

在しており，スクリーニ

ングを実施していない

ため，地滑り・土石流の

影響評価を実施する 

【東海第二】 

 発電所の敷地及びそ

の近傍には土砂災害を

起こすような急傾斜地

崩壊危険箇所及び地滑

りを起こすような地形

は存在しないことから，

発電所に影響が及ぶこ

とはないとしている 

施設無 

施設有 

地滑り地形判読 

ＳＴＡＲＴ 

地形有 

区域内の施設の有無 

（安全施設等） 

施設無 

代替施設の有無 
施設有 

安全施設に対する 

地滑りの影響評価を 

実施する 

現地調査 

文献調査及び地滑り判読によって確

認された地滑り地形を対象 

地滑りの影響を 

受ける安全施設 

はなし 

文献調査 

（地滑り地形の有無の把握） 

地滑りの範囲，規模等の評価 

地滑りの特徴の有無 
特徴無 

地形無 

特徴有 

地滑り調査 

地滑りの評価 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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3. 地滑り地形分布

地滑りについて，防災科学技術研究所が公開している地すべり

地形分布図により，安全施設の安全機能に及ぼす影響について確

認した。図2 に示す地すべり地形分布図のとおり，発電所敷地内

に地すべり地形があることは確認されず，防護対象である安全施

設のうち，外部事象防護対象施設に影響はない。 

図 1 斜面との離隔距離 

2. 地滑り地形分布

地すべり地形分布図（独立行政法人防災科学技術研究所発行）

によると，発電所及びその近傍には地滑りを起こすような地形は

存在しないことから，発電所に影響が及ぶことはない。 

（第 2図参照） 

第 1図 土砂災害危険箇所図 

2. 地滑りの影響評価について

2.1 地滑り調査 

全国の地滑り地形分布状況を調査した文献として，独立行政

法人防災科学技術研究所（以下，「防災科研」）が作成した地す

べり地形分布図（平成17年，清水ほか「恵曇」(2005a)（１）「境

港」(2005b)（２））がある。この地すべり地形分布図では，島根

原子力発電所周辺に位置する地滑り地形が示されている（以下，

「防災科研調査結果」）。 

自社調査では，詳細な旧地形図を含む多様な参照資料に加え，

防災科研調査に用いた資料を参考に地形判読を行い，地滑りを

示唆する地形的特徴の有無を確認した。また，確認された地滑

り地形を対象に現地調査を実施し，地滑りの特徴が認められる

場合は，地滑りが発生する場合を想定し，地滑り地形の範囲，

規模等を評価した。自社調査と防災科研調査の内容の比較を表

-1に示す。

自社調査により抽出された地滑り地形は，防災科研調査結果

の敷地北西方の地滑り地形，地滑り地形⑤及び⑤北西の地滑り

地形の３箇所である。 

ただし，地滑り地形のうち，敷地北西方の地滑り地形は，敷

地外に位置し，その変状が直接敷地に影響を及ぼさないと考え

られるが，流出土砂が敷地へ及ぼす影響について別途評価する。

抽出された地滑り地形について，防災科研調査の地滑り地形と

合わせて図-2に示す。 

表-1 自社調査と防災科研調査の内容の比較

下線は相違箇所
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図 2 地滑り地形分布図 

（出典：独立行政法人 防災科学技術研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 地すべり地形分布図 

 

 

 

図-2 島根原子力発電所周辺の地滑り地形分布図 

 

2.2 地滑り調査結果 

文献調査及び地滑り地形判読によって確認された地滑り地形を

対象に，地形，地質及び湧水等の水文的な観点に基づく現地調査

を実施し，地滑りの特徴が認められる場合は，地滑りが発生する

場合を想定し，地滑りの範囲，規模等を評価した。以下に調査結

果の概要を示し，別紙２に詳細を示す。 

 

(1) 地滑り地形① 

地形判読の結果，防災科研調査の地滑り土塊とされる箇所に

等高線の乱れが認められることから，表層すべりが想定される。 

現地調査の結果，防災科研調査の地滑り土塊とされる箇所の

側方崖末端部においては，おおむね新鮮堅硬な岩盤が認められ，

そこに断層構造や顕著な割れ目は認められず，また地滑り末端

部付近に生じる層理面の乱れや圧縮構造は確認されない。周辺

のボーリング調査結果（No.201孔・No.303孔）及び２号炉放水

路トンネル切羽面観察結果においても滑り面は認められない。

また，防災科研調査の地滑り土塊とされる箇所の側面である開

削面露頭においても，堅硬な岩盤が認められ，シームや断層，

褶曲，深層崩壊に伴う地滑り面は認められなかったが，開削面

露頭上部で認められた礫質土及び粘性土（層厚：約２ｍ）につ

いては，空中写真判読で認められた表層すべりに相当する可能

性が考えられる。 
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深層崩壊に伴う地滑り面は認められないことから，地滑り地

形ではないと判断されるが，防災科研調査の地滑り地形付近に

おいて確認された礫質土及び粘性土については，過去の表層す

べりの可能性が完全に否定できないことから，防波壁周辺斜面

の安定性確保のため，撤去する。また，標高40mより上方斜面に

おいても礫質土が認められたことから，ルートマップ（平成８

年調査）に記載された「崩積土」の範囲について，岩盤まで礫

質土を全て撤去する。 

 

(2) 地滑り地形② 

発電所建設前の空中写真に基づく地形判読の結果，地滑り土

塊とされる箇所に等高線の乱れが認められることから，地滑り

土塊の存在が示唆される。 

現地調査の結果，不明瞭な滑落崖が認められるが，地滑り土

塊とされる箇所のうち，EL45mより上方については，堅硬な岩盤

が露出しているほかに一部盛土があり，地滑り土塊は認められ

ない。地滑り土塊とされる箇所のうち，EL45mより下方の盛土部

については，土地造成工事記録によると，地滑り土塊に相当す

る土砂は撤去したうえで盛土を施している。また，法尻部付近

では基盤面まで段切り掘削後に良質土で置換盛土を行ってい

る。地滑り地形には地形的特徴として側方崖が認められるが，

その他の地質的・水文的な特徴は確認されない。 

不明瞭な滑落崖が認められるが，地滑り土塊とされる箇所の

うち，EL45mより上方については堅硬な岩盤が露出しているこ

と，EL45mより下位の盛土部については造成工事により地滑り土

塊が撤去されていること，及び，盛土上の道路及び法面に目立

った変状が認められないことから，地滑りは想定されない。 

 

(3) 地滑り地形③ 

地形判読の結果，地滑りを示唆する地形的特徴は認められな

い。 

現地調査の結果，地質的な特徴として安山岩岩脈が認められ

る一方，滑落崖・湧水等の地滑りを示唆する地形的・地質的・

水文的な特徴は確認されなかった。なお，発電所敷地内北東海

岸部では，安山岩岩脈の侵食に対する強抵抗性に基づく差別侵

食地形が認められる。当該地点は地形的・地質的な特徴から，

発電所敷地内北東海岸部と同様に差別侵食に基づく組織地形と

考えられる。防災科研調査の地滑り土塊とされる箇所は，頭部
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の一部を除き盛土で被覆されている。 

滑落崖及び地滑り土塊ともに認められないこと，及び，盛土

斜面に変状が認められないことから，地滑り地形ではないと判

断する。また，現在は人工改変が加わり元の地形が残っていな

いことから，地滑りは想定されない。 

 

 

(4) 地滑り地形④ 

地形判読の結果，地滑りを示唆する地形的特徴は認められな

い。 

現地調査の結果，滑落崖・湧水等の地滑りを示唆する地形的・

地質的・水文的な特徴は認められなかった。また，防災科研調

査の滑落崖とされている箇所は北西向きの谷からなる凹型斜面

に位置し，土塊とされている箇所は北北西向きの尾根に位置す

る。この尾根は一様な傾斜の等斉斜面をなすことから，地滑り

由来の土塊ではなく，通常の尾根型斜面と考えられる。 

滑落崖及び地滑り土塊ともに認められないことから，地滑り

地形ではないと判断する。 

 

(5) 地滑り地形⑤及び⑤北西の地滑り地形 

地形判読の結果，地滑り地形⑤及び⑤北西の地滑り地形に分

けられ，それぞれ不規則な凹凸を有する斜面があり，地滑り地

形と考えられる。なお，滑落崖は不明である。 

現地調査の結果，地滑り地形⑤及び⑤北西の地滑り地形は，

湧水等の地滑りを示唆する水文的な特徴は認められなかった

が，地滑り土塊とされる箇所でクラックや段差地形，等高線の

乱れ，下方及び先端部への押し出し等の地形的・地質的特徴が

確認されたことから，地滑り土塊の存在が示唆される。 

地滑り地形⑤及び⑤北西の地滑り地形の両者ともに地滑り土

塊が認められることから，地滑り地形と判断する。 

 

(6) 敷地北西方の地滑り地形 

敷地北西方の地滑り地形は敷地外に位置しており，北に向か

って傾斜する斜面である。 

敷地北西方の地滑り地形は岬から約500m入り込んだ湾の奥に

位置し，地滑り土塊の滑り方向もほぼ北方向であることから，

その変状が直接敷地に影響を及ぼさないと考えられるが，流出

土砂が敷地へ及ぼす影響について検討を行った。敷地北西方の
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地滑り地形を対象に基準津波策定時と同様に Huber and 

Hager(1997)（３）の予測式により，敷地における津波高さ（全振

幅）を検討した。なお，当該地滑り地形は西側と東側の２つの

地滑り土塊からなるが，両者は近接することから一つの地滑り

土塊として取り扱った。 

検討の結果，敷地北西方の地滑り地形による津波高さ（全振

幅）は0.20mとなるが，敷地周辺の沿岸域に分布する他の地滑り

地形による津波高さ（全振幅）の上位２地点（1.20m及び0.44m）

より小さいことを確認した。また，敷地北西方の地滑り地形と

他の地滑り地形（津波高さ（全振幅）の上位２地点）による津

波について，個々の地滑りの最大水位上昇量となる津波が同時

に敷地へ到達する可能性は極めて低いと考えられるが，同時に

到達すると仮定した場合においても，敷地における津波高さ（全

振幅）を足し合わせた水位は基準津波１（防波堤無）に対して

十分に小さい。 

以上のことから，敷地北西方の地滑り地形の流出土砂が敷地

へ及ぼす影響はない。。 

 

(7) 抽出した地滑り地形以外の斜面について 

国土地理院により撮影された複数の公開空中写真により，敷

地内を網羅的に地形判読を行った結果，抽出した地滑り地形以

外の斜面について地滑りを示唆する地形的特徴は認められな

い。 

敷地において地質・地質構造を把握するため，文献調査，地

表地質踏査を行うとともに，地表からの弾性波探査，ボーリン

グ調査，試掘坑調査を実施した結果，抽出した地滑り地形以外

の斜面において地滑りを示唆するすべり面等の構造は認めらな

い。 

以上のことから，自社調査において判定した地滑り地形以外

の斜面について，地滑りは発生しないと考えられる。 

 

 

3. 土石流の影響評価フローについて 

土石流の影響評価フローを図-4に示す。 

土石流調査は，文献が示す土石流危険区域・渓流を参照した

うえで，自社調査によって敷地内の土石流危険区域・渓流の地

形を網羅的に抽出した。危険区域等がある箇所については，図

上調査を実施し，現地調査によって山腹崩壊型土石流及び渓床
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流動型土石流に関する現地状況を把握し，土石流の範囲，規模

等について評価した。 

なお，土石流の影響評価フローは，「土石流危険渓流および土

石流危険区域調査要領（案）」（旧建設省，平成 11年，別紙１）

を参考に設定した。上記資料では，発生流域面積が 0.05km2 未

満の箇所について渓床流動型土石流を評価しないとしている

が，ここでは発生流域面積の大小にかかわらず，評価対象とし

た。 

渓床流動型土石流の調査及び計画流出土砂量の評価にあたっ

ては，「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説」（国

土交通省国土技術政策総合研究所，平成 28年，以下「砂防指針」）

を参考とするとともに，他機関調査との比較結果も踏まえ評価

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 土石流の影響評価フロー図 

土石流：山腹や川底の土砂が長雨や集中豪雨などによって，土砂

と水が一体となって一気に下流へと押し流される現象

（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設有 

 
文献調査 

（土石流危険区域・渓流の有無の把握） 

 

地形の抽出 

（土石流危険区域・渓流の地形の抽出） 

区域内の施設の有無 

（安全施設等） 

図上調査・現地調査 

【山腹崩壊型土石流に関する調査】 

・山腹の状況等 

【渓床流動型土石流に関する調査】 

・渓床勾配・流域面積の調査 

・渓床の状況 

・計画流出土砂量の設定 

施設無 

危険区域等有 

危険区域等無 

ＳＴＡＲＴ 

土石流の影響を受ける 

安全施設はなし 

安全施設に対する 

土石流の影響評価を実施する 

施設無 

代替施設の有無 
施設有 

土石流の評価 

土石流調査 
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4. 土石流の影響評価について 

4.1 土石流調査 

(1) 文献調査 

全国の土石流危険区域等を調査した文献として，国土交通省

国土政策局が公開する「国土数値情報 土砂災害危険箇所デー

タ」（以下，「土石流危険箇所」）がある。この記載に基づくと，

図-5のとおり島根原子力発電所周辺の土石流危険区域及び土石

流危険渓流は７箇所である。 

 

(2) 地形抽出 

「土石流危険箇所」における土石流危険区域及び土石流危険

渓流は，地形図（２万５千分の１）を用いた机上調査のみによ

り抽出されている。土石流危険区域①～⑦の土石流危険渓流に

ついて，渓床勾配，発生流域面積等について，より詳細な調査

を行うため，当社の 2mDEM から作成した等高線図（２千５百分

の１，コンター間隔２ｍ）等の地形情報を収集し，机上検討を

行った。 

 

 

図-5 島根原子力発電所周辺における土石流危険区域 

及び土石流危険渓流位置図 

 

(3) 人工改変等に伴う土砂量の取り扱いについて 

土石流調査については，現地調査を実施した平成 27～28年の

地形・地質状況に基づき評価を行う（令和元年に補足調査を実

施）。 
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現地調査（平成 27～28年）以降，一部の土石流危険渓流にお

いて防火帯設置に伴う改変や敷地造成による山腹形状の改変が

施されている。これらは，いずれも流域面積を減少する改変で

あること，地山を不安定化させる改変ではないことから，現地

調査を実施した平成 27～28年の地形・地質状況に基づき土砂量

の評価を行う。防火帯及び土石流危険渓流の位置関係を図-6に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 島根原子力発電所周辺における防火帯及び土石流危険渓流

位置図 

 

4.2 土石流調査結果 

(1) 山腹崩壊型土石流の評価 

山腹崩壊型土石流の評価にあたっては，山腹の状況を確認す

るために，図-7 に示す国土地理院の公開空中写真（1962 年～

2009年）の確認を行い，大規模な崩壊跡がないことを確認した。

また，山腹の状況を平成 27～28年に現地調査により確認した。

検討結果は表-2のとおり。 

・ 土石流は主にマサ土や火山灰が分布している範囲で発生

しやすい傾向があるが，土石流危険渓流における表層の

地質は，主に凝灰岩及び凝灰角礫岩から構成されており，

マサ土や火山灰の堆積は認められない。（「島根原子力発

電所 原子炉設置変更許可申請書（２号原子炉施設の変

更） 本文及び添付書類 六，八 第3.4－2図 敷地の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡 例 

               ：土石流危険区域 
                     （国土交通省国土政策局） 
               ：土石流危険渓流 
                     （自社調査結果） 
               ：防火帯  
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地質平面図」に記載） 

・ 山腹において大規模な崩壊地形は認められない。 

・ 山腹において大規模な崩壊に至るような新たな亀裂，常

時湧水箇所等は認められない。 

・ 土石流危険区域⑥及び⑦の山腹の一部は，免震重要棟設

置に伴う敷地造成により山腹形状が改変されており，流

域は減少している。 

 

以上のことから，山腹崩壊型土石流が発生する可能性は低い

と考えられる。 

 

図-7 国土地理院の公開空中写真 

 

表-2 山腹崩壊型土石流に係る現地調査結果 

 

 

 

(2) 渓床流動型土石流の評価 

渓床流動型土石流の評価にあたっては，発生流域面積の大小

にかかわらず抽出された土石流危険渓流①～⑦について図上調

査及び現地調査を実施した。 
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① 図上調査 

 図上調査により，土石流危険渓流における渓床勾配，谷次数，

渓流の延長及び流域面積について調査した。 

 

・渓床勾配 

 図上調査（地形図の読み取り）により，渓床勾配を確認し

た。その結果，土石流危険渓流①～⑥において概ね 15°以上，

土石流危険渓流⑦において概ね 10°以上である。図-9～図

-15に各土石流危険渓流の渓床勾配図を示す。 

 

・谷次数，渓流の延長及び流域面積 

図上調査（地形図の読み取り）により，基準点を設定する

とともに，谷の状況は枝分かれした先で変化するため，基準

点から上流の谷次数区分を実施し，谷次数毎に評価する。谷

次数区分の設定にあたっては，図-8に示すとおり「砂防指針」

及び「河川砂防技術基準 調査編」（国土交通省水管理・国土

保全局，平成 24年 6月）を参考とした。 

・０次谷は，等高線の凹み具合を眺めて，凹んでいる等高

線群の間口よりも奥行が小なる地形とする。 

・１次谷と１次谷が合流すると２次谷になるというように，

同次の谷が合流するとその谷の次数プラス１の谷次数と

なるように設定する。 

 

谷次数毎に渓流の延長を算出した。また，基準点から上流

の流域を設定した。図-9～図-15 に各土石流危険渓流の谷次

数，渓流の延長及び流域を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 谷次数の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0次谷と 1次谷の判定            谷の次数区分 

         

 

図-8 谷次数の設定 

（「河川砂防技術基準 調査編」（国土交通省水管理・

国土保全局，平成 24年 6月）より引用） 

（「砂防指針」より引用） 
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図-9 図上調査結果（土石流危険渓流①） 

 

 

 

図-10 図上調査結果（土石流危険渓流②） 
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図-11 図上調査結果（土石流危険渓流③） 

 

 

 

図-12 図上調査結果（土石流危険渓流④） 
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図-13 図上調査結果（土石流危険渓流⑤） 

 

 

 

図-14 図上調査結果（土石流危険渓流⑥） 
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図-15 図上調査結果（土石流危険渓流⑦） 

 

 

② 現地調査 

現地調査により，土石流危険渓流における渓床の状況につい

て調査した。その結果，いずれの渓流も堆積土砂が分布するこ

とを確認した。（渓床を対象とした現地調査結果の詳細は別紙５

参照） 

 

(3) 計画流出土砂量の算出 

土石流危険渓流７箇所について，図上調査や渓床流動型土石

流及び山腹崩壊型土石流に関する現地調査を実施した結果に基

づき，計画流出土砂量を算出した。 

計画流出土砂量の算出にあたっては，砂防指針に基づき，流

域内の移動可能土砂量と計画規模の土砂量によって運搬できる

土砂量（運搬可能土砂量）を比較して小さい方の値を自社調査

結果の計画流出土砂量とする。また，自社調査結果と島根県調

査結果の計画流出土砂量を比較し，両者を包絡したうえで保守

的に設定した値を事象想定として考慮する計画流出土砂量とす

る。 

以下に，移動可能土砂量，運搬可能土砂量及び計画流出土砂

量の算出方法及び算出結果を示す。 

 

①移動可能土砂量の算出 

砂防指針に基づき，侵食深，侵食幅及び渓流の延長を想定
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して渓床全体の移動可能土砂量を算出した結果を表-3 に示

す。 

 

表-3 移動可能土砂量算出結果

 

 

 

②運搬可能土砂量の算出 

砂防指針を参考に，運搬可能土砂量は以下の式を用いて求

めた。  

 

ここで， 

Vec ：運搬可能土砂量（計画規模の土石流によって運搬

できる土砂量(m3)） 

R24 ：計画規模の 24時間雨量 

A ：流域面積(km2) 

Kv ：空隙率（Kv =0.4）（「砂防指針」より一般値を設定） 

Cd ：流動中の土石流の容積土砂濃度 

  渓流⑦を除き渓床勾配が 15°以上のため，Cdは上

限値の 0.54 

  渓流⑦は渓床勾配が 14.9°のため，Cdは 0.52 

Kf2 ：流出補正率（Kf2=0.05(logA-2.0)
2+0.05， 0.1≦Kf2

≦0.5） 
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ここで， 

σ ：礫の密度（2.6t/m3）（「砂防指針」より一般値を設定） 

ρ ：水の密度（1.2t/m3）（「砂防指針」より一般値を設定） 

Φ ：渓床堆積土砂の内部摩擦角(35°) （「砂防指針」よ

り一般値を設定） 

θ ：渓床勾配（°） 

 

計画規模の 24時間雨量は，砂防指針によると 100年超過確率

24時間雨量を用いるとされているが，表-4のとおり，観測地点

「松江」で 100年超過確率 24時間雨量（271㎜，観測地点「恵

曇，鹿島」）を上回る年最大 24 時間降水量の既往最大観測記録

（306.9mm）が得られていることを踏まえ，計画規模の 24 時間

雨量を保守的に 306.9mmと設定した。 

なお，100年超過確率 24時間雨量は，発電所周辺（観測地点：

恵曇，鹿島）の日雨量観測記録を用いて「高水計画検討の手引

き（案）」（一般財団法人国土技術研究センター，平成 12 年 10

月）に基づき実施している。確率統計解析結果を図-16に示す。 

 

 

表-4 観測地点「松江」における年最大 24時間降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 気象庁ＨＰより引用 
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図-16 100年超過確率 24時間雨量（観測地点「恵曇，鹿島」）

確率統計解析結果 

 

 

運搬可能土砂量を算出した結果を表-5に示す。 
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表-5 運搬可能土砂量算出結果 

 

 

③計画流出土砂量の算出 

自社調査結果に基づき，移動可能土砂量及び運搬可能土砂量

から計画流出土砂量を算出した結果を表-6に示す。 

また， 自社調査結果と島根県調査結果の計画流出土砂量を比

較し，両者を包絡したうえで保守的に設定した値を事象想定と

して考慮する計画流出土砂量とする。 

自社調査結果，島根県調査結果及び事象想定として考慮する

計画流出土砂量を表-7 に示す。（自社調査結果と島根県調査結

果の比較の詳細は別紙６参照） 
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表-6 土石流危険渓流の計画流出土砂量

 
 

※１ 砂防指針に基づき，計画流出土砂量は移動可能土砂量と

運搬可能土砂量のより小さい値を採用し，一の位を切り

上げて表記した。 

※２ 砂防指針に基づき，計画基準点において算出した計画流

出土砂量が 1,000m3以下の場合，計画流出土砂量を

1,000m3とした。 

 

 

表-7 計画流出土砂量（自社調査結果，島根県調査結果及び事象

想定） 
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(4) 転石の調査 

 各土石流危険渓流の基準点より上流に存在する転石の分布状

況及び粒径を把握する調査を実施した。図-17に粒径の度数分

布図を示す（詳細な調査結果は別紙７参照）。確認された転石に

ついては，粒径 0.5m未満となるよう小割を行う。土石流危険渓

流に分布する転石は，土石流発生時に土砂に取り込まれて流下

するものと考えられる。転石を含む土石流は各土石流危険区域

に堆積するものとし，その土砂の高さは小割後の転石の粒径を

考慮して 0.5m以上となるよう設定する。土石流により建築物に

作用すると想定される力の大きさは，「土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第 2条第 2号

の規定に基づき国土交通大臣が定める方法等を定める告示（国

土交通省告示第 332号）」にその算出方法が示されており，土石

流に含まれる礫（転石）の密度が考慮されている（図-18）。な

お，「砂防指針」によると，土石流により流下する土石等の量は，

１波の土石流により流出すると想定される土砂量を考慮すると

されている（図-19）。 

 

 

図-17 粒径の度数分布図（土石流危険渓流①～⑦） 
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図-18 土石流により建築物に作用する力の算出方法（土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第

2条第 2号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法等を定める

告示（国土交通省告示第 332号）より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-19 1波の土石流により流出すると想定される土砂量算出のイ

メージ図（「砂防指針」より引用） 
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4.3 土砂の堆積高さの算出 

「土石流危険箇所」における土石流危険区域①～⑦（図-5）に

ついて，各土石流危険渓流から流れ出た土砂がそれぞれの土石流

危険区域に堆積するものとして，以下の式を用いて求めた。また，

土石流危険区域が重なる範囲の土砂の堆積高さについては，土砂

の重畳を考慮し土砂の堆積高さを合計して算出する。表-8に土砂

の堆積高さの算出結果を示す。 

土砂の堆積高さ（m）＝計画流出土砂量（m3）／土石流危険区

域の面積（m2） 

 

表-8 土砂の堆積高さ 
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別紙１ 

地滑り・土石流の概要 

別紙２ 

地滑り地形調査結果 

別紙３ 

地滑り地形調査について 

別紙４ 

ボーリング柱状図・コア写真 

別紙５ 

渓床を対象とした現地調査結果 

別紙６ 

島根県調査結果との比較 

別紙７ 

転石調査結果 

 柏崎 6/7 号炉及び東海第二は，地滑り・土石流の影響評価を実

施していないため省略。 

・設計方針の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉では，地滑

り・土石流の影響評価を

実施するため，別紙１～

７の記載を追加 
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